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事故件数 稼働台数

1427017 

4,325,498

2,850,397

区分

特定小型原動機付自転車関連事故の発生状況

相手当事者

（件）

（台）

特定小型原動機付自転車による死亡・重傷事故

○ 事故件数の推移については季節的な変動が見られる。

※ 令和５年７月１日に特定小型原動機付自転車の制度が施行
※ 令和７年中の数値は４月２２日時点の暫定値
※ グラフ中の稼働台数及び走行距離は国内大手シェアリング事業者２社の数値の合計

【参考】
・ 国内大手シェアリング事業者１社のアプリダウンロード数（累計）は2,445,247件（R6.3）
から4,341,931件（R7.2）に増加

・ 特定小型原動機付自転車の保有台数（総務省調べ）は22,321台（R6.4.1）

（キロ） （件）

※ 令和６年中の自転車関連事故の死亡重傷率は10.4%
（死傷者数69,252人中、死者328人、重傷者6,856人）

事故件数 死傷者数 死者数 重傷者数 死亡重傷率

338 351 1 34 10.0%

●特定小型原動機付自転車による死亡事故
（令和６年８月発生：沖縄県警察）

令和６年８月、沖縄県内において、男性（当時
60歳代）がレンタルした特定小型原動機付自転車
(※１)を運転中、転倒して(ヘルメット非着用（※
２）)死亡したもの。

※１ 車両は自転車型。
※２ 当該レンタル店舗では当時車体を貸出す際にヘルメッ

トを無償で貸出していた。

●特定小型原動機付自転車関連事故の死亡重傷率
（令和６年）
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特定小型原動機付自転車関連事故の用途別・発生場所別の発生状況 （令和６年）

【用途別】

※【自転車関連事故用途別】
レンタル： 521件（0.8%）
そ の 他 ： 67,010件（99.2%）

【338件】

【発生場所別】

【338件】

※【自転車関連事故発生場所別】
東 京：13,773件（20.4％）
東京以外 ：53,758件（79.6％）

○ 特定小型原動機付自転車の事故は、用途別ではレンタル車両が９割、発生場所別では東京が７割超。

２

レンタル 304件
（90％）

その他 34件
（10％）

東京, 244件

（72%）

東京以外, 94件

（28%）



四輪, 114件(34%)

単独事故, 100件(30%)

自転車, 54件, 16%

歩行者, 52件, 15%

二輪, 13件, 4%
相手方不明, 5件, 1%

【338件】

３

特定小型原動機付自転車関連事故の相手当事者別の発生状況（令和６年）

○ 自転車関連事故と比較して、単独事故・対自転車事故・対歩行者事故の割合が高い。

【特定小型原動機付自転車関連事故の相手当事者別】 【自転車関連事故の相手当事者別】

【67,531件】

四輪, 51524件

(76%)

単独事故, 5493件(8%)

歩行者, 3043件(5%)

自転車, 2938件(5%)

二輪, 2903件(4%)
特定小型原付, 54件

(0.08%)

その他, 6件(0.01%)
相手方不明, 1570件

(2%)



出会い頭, 33件(61%)

追越追抜時, 6件(11%)

正面衝突, 5件(9%)

左折時, 3件(6%)

右折時, 

4件(7%)

その他, 3件(6%)

横断歩道横断中, 

14件(27%)

横断中その他, 12件

(23%)

横断歩道付近横断

中, 3件(6%)

背面通行中, 12件
(23%)

対面通行中, 6件
(11%)

路上停止中, 1件(2%)

その他, 4件

(8%)

【114件】

４

特定小型原動機付自転車関連事故（対四輪・対自転車・対歩行者）の事故類型別の発生状況（令和６年）

【特定小型原動機付自転車の対四輪事故
の事故類型】

○ 対四輪事故と対自転車事故では出会い頭の事故が多い。
○ 対歩行者事故は横断中の事故が半数以上を占める。

【52件】

【特定小型原動機付自転車の対歩行者事故
の事故類型】

横断中：計29件

【特定小型原動機付自転車の対自転車事故
の事故類型】

【54件】

出会い頭, 52件

(46%)

左折時, 22件(19%)

追越追抜時, 15件
(13%)

追突, 7件(6%)

右折時, 6件

(5%)

その他, 12件

(11%)



飲酒なし

281件 (83.1%)

飲酒あり

51件
(15.1%)

調査不能

6件 (1.8%)

０時台~５時台35件
(68.6%)

６時台~11時台

5件(9.8%)

12時台~17時台 1件
(2.0%)

18 時台~23時台 10件
(19.6%)

○ 特定小型原動機付自転車関連事故全体(338件)のうち、特定小型原動機付自転車の運転者による飲酒事故は51件
(15.1％)発生(自転車：0.6％、一般原付：0.5％)。

○ 発生時間帯別では、0時台から５時台が約7割を占める。

【飲酒の有無別】 【発生時間帯別】

特定小型原動機付自転車関連事故の飲酒事故の発生状況（令和６年）

【338件】 【51件】

５



特定小型原動機付自転車の交通違反の取締り等の推進

特定小型原動機付自転車の交通違反の検挙状況

○ 改正道路交通法により、特定小型原動機付自転車による違反の多くは交通反則通告制度の対象とされた。
→ 悪質・危険な違反行為や交通事故等の実態を踏まえた取締りや広報啓発を強化。

一時不停止

2,643件

(6%)

歩行者妨害

928件(2%)

その他3,209件(8%)

通行区分

信号無視

一時不停止

歩行者妨害

その他

＜検挙件数の推移＞

※ いわゆる「電動キックボード」については、令和５年７月に施行された改正道
路交通法により、構造上の最高速度が20km/h以下であるなどの一定の要件を
満たすものが「特定小型原動機付自転車」と規定された。

※「その他」は、定
員外乗車が891件、
確認標章取付けが
473件、酒気帯び運
転が378件等。

＜検挙件数（違反類型別）【令和６年】＞

○ 令和６年中の検挙件数を違反類型別で見ると、通行区分違反が６割を占め、次いで、信号無視が24%を占める。

（件）

○ 特定小型原動機自転車やその基本的な交通ルールについての動画を作成し、
警察庁YouTubeやＳＮＳ等を活用して広報を実施。

○ 特定小型原動機自転車の交通ルールについてのリーフレットを作成し、広報を実施。 ＜広報啓発コンテンツ例＞
（左：リーフレット、上：動画）

警察による広報啓発事例

【41,246件】

1,798 1,807

7,130

41,246
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Ｒ４ Ｒ５（１～６月） Ｒ５（７～12月） Ｒ６
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規制改革実施計画

７

規制改革実施計画（令和７年６月13日閣議決定）抜粋

○ 令和７年以降令和８年度まで継続的に措置
警察庁は、電動キックボード等が交通ルールを遵守された上で安全に活用されるよ

う、電動キックボード等の販売やシェアリングサービスを提供する民間事業者等と連
携して必要なデータを収集した上で、利用実態や違反及び事故の状況・原因等を踏ま
え重点的な取組が必要と考えられる者や地域に対して交通ルールの周知・広報、取締
りの強化を行うとともに、関係省庁及び民間事業者で構成されるパーソナルモビリ
ティ安全利用官民協議会における議論を踏まえ、更なる交通ルールの遵守及び事故防
止等に必要な取組を行う。

○ 令和８年度措置
また、警察庁は、関係省庁の協力を得て、これらの取組の効果について、ＥＢＰＭ

（Evidence Based Policy Making）を実践する観点から、客観的データ等に基づきモ
ニタリング・評価・検証を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて適切な措置を講じ
る。

『規制改革実施計画』は、規制改革推進会議が取りまとめた答申等により示された規制改革事項につ
いて、政府として計画的かつ着実な実施を図るため、担当府省や実施時期を定めたもの（内閣府ＨＰ）



事業者が講ずる交通安全対策の強化について（要請）

① 利用者への交通ルール周知の強化
【現状】自転車関連事故と比較して対歩行者事故の割合が高く、その内訳を見ると横断中の事故が多くを占めている。

要請事項

歩行者との接触による重大事故に発展するおそれのある事故を防止するため、車両用信号の遵守、
歩道通行の禁止、横断歩道や交差点における歩行者の優先、停止線前における一時停止の徹底等に
重点を置いた問題のバリエーションを増やした交通ルールテストを定期的に実施するなど、交通
ルール周知の機会拡充

② 実効的な飲酒運転対策の推進
【現状】自転車や一般原動機付自転車と比べて全体の事故に占める飲酒事故の割合が著しく高い。

（令和６年にの特定小型原動機付自転車事故のうち、特定小型原動機付自転車の運転者が飲酒していた事
故の割合は15.1%）

夜間時間帯のポート利用を停止するなど、飲酒事故防止に有意に寄与するような実効的な対策の早
急な実施

③ ヘルメット着用促進のための実効的な取組の実施
【現状】 運転者がヘルメットを着用していた割合が低い。

（令和６年中の特定小型原動機付自転車の運転者が負傷した事故における着用割合は４.６％）

ポートでヘルメットを貸し出すなど、利用者にヘルメットを着用させやすくする機会・環境の提供

○ 交通安全対策の強化（シェアリング事業者）※矢印以降が強化が必要な具体の対策内容

８


